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第 １ 章  総 則  

第 １ 節  通 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、長 岡 京 市 生 活 環 境 の 向 上 等 に 関 す る 基 本 条

例（ 昭 和 ４ ９ 年 長 岡 京 市 条 例 第 ４ ４ 号 ）第 ６ 条 の 本 旨 を 達 成 す

る た め 、住 環 境 の 整 備 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、

安 全 で 良 好 な 住 環 境 の 形 成 を 図 り 、も っ て す べ て の 市 民 に や さ

し い 魅 力 あ る 都 市 環 境 を 創 出 す る ま ち づ く り の 実 現 に 寄 与 す

る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  基 本 構 想  

長 岡 京 市 総 合 計 画 条 例（ 平 成 ２ ５ 年 長 岡 京 市 条 例 第 ２ ５ 号 ）

第 ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 基 本 構 想 を い う 。  

⑵  公 共 施 設  

都 市 計 画 法（ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 。以 下「 法 」と い う 。）

第 ４ 条 第 １ ４ 項 に 規 定 す る 公 共 の 用 に 供 す る 施 設 を い う 。  

⑶  建 築 物  

建 築 基 準 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ）第 ２ 条 第 １ 号 に 規

定 す る 施 設 を い う 。  

⑷  葬 祭 場  

業 と し て 葬 儀 を 行 う こ と を 目 的 と し た 建 築 物 を い う 。  

⑸  開 発 事 業  

主 と し て 建 築 物 の 建 築 （ 建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 １ ３ 号 に 規 定

す る 建 築 を い う 。以 下 同 じ 。）若 し く は 特 定 工 作 物（ 法 第 ４ 条

第 １ １ 項 に 規 定 す る 特 定 工 作 物 を い う 。以 下 同 じ 。）の 建 設 の

用 に 供 す る 目 的 で 行 う 土 地 の 区 画 形 質 を 変 更 す る 事 業 、 建 築

物 を 建 築 す る 事 業 、 特 定 工 作 物 を 建 設 す る 事 業 又 は 建 築 物 の

用 途 を 葬 祭 場 に 変 更 す る 事 業 を い う 。  
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⑹  事 業 者  

前 号 に 掲 げ る 行 為 を 行 お う と す る 者 を い う 。  

第 ２ 節  市 長 の 責 務  

（ 市 長 の 基 本 的 責 務 ）  

第 ３ 条  市 長 は 、安 全 で 良 好 な 住 環 境 を 形 成 す る た め 、こ の 条 例

に 基 づ い て 施 策 を 実 施 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、条 例 の 目 的 が 反 映 さ れ る よ う 、関 係 機 関 に 対 し 協 力

を 求 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 調 査 及 び 研 究 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、住 環 境 の 整 備 に 関 す る 施 策 の 策 定 に 必 要 な 調 査

及 び 研 究 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 情 報 の 提 供 等 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、良 好 な 住 環 境 の 形 成 に つ い て 、事 業 者 及 び 市 民

の 理 解 を 深 め る た め 、広 報 活 動 等 を 通 じ て 、住 環 境 の 整 備 に 関

す る 情 報 の 提 供 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、良 好 な 住 環 境 の 形 成 を 促 進 す る た め 、住 環 境 の 整 備

に か か わ る 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 に 対 し 、必 要 な 助 成 、指

導 等 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

第 ３ 節  市 民 及 び 事 業 者 の 責 務  

（ 市 民 の 責 務 ）  

第 ６ 条  市 民 は 、安 全 で 良 好 な 住 環 境 が 形 成 さ れ る よ う 自 ら も 努

め る と と も に 、市 長 そ の 他 の 行 政 機 関 が 実 施 す る 住 環 境 の 整 備

に 関 す る 施 策 に 積 極 的 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 事 業 者 の 責 務 ）  

第 ７ 条  事 業 者 は 、事 業 の 実 施 に 際 し 、安 全 で 良 好 な 住 環 境 が 形

成 さ れ る よ う 、必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、市 長 そ の 他 の 行

政 機 関 が 実 施 す る 住 環 境 の 整 備 に 関 す る 施 策 に 積 極 的 に 協 力

し な け れ ば な ら な い 。  

２  事 業 者 は 、事 業 の 実 施 に 際 し 、住 環 境 に 支 障 が 生 じ る こ と が

予 測 さ れ る と き は 、 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  



5 

 

３  事 業 者 は 、前 項 の 事 業 の 実 施 に 伴 い 紛 争 が 発 生 し た 場 合 に は 、

そ の 解 決 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

第 ２ 章  住 環 境 の 向 上  

第 １ 節  ま ち づ く り 基 本 計 画 の 策 定  

（ ま ち づ く り 基 本 計 画 の 策 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、住 環 境 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 に 、ま ち づ く り

基 本 計 画（ 以 下「 基 本 計 画 」と い う 。）を 策 定 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  市 長 は 、基 本 計 画 の 策 定 に 当 た っ て は 、市 民 の 意 向 を 反 映 さ

せ る 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、基 本 計 画 を 策 定 し よ う と す る と き は 、長 岡 京 市 ま ち

づ く り 審 議 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。こ れ を 変 更 し よ

う と す る と き も 同 様 と す る 。  

第 ２ 節  公 共 施 設 の 整 備 の 促 進  

（ 公 共 施 設 の 整 備 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、市 民 生 活 の 利 便 の 向 上 を 図 る た め 、基 本 計 画 に

基 づ い て 、 公 共 施 設 の 整 備 を 促 進 し な け れ ば な ら な い 。  

第 ３ 節  市 街 地 開 発 事 業 の 促 進  

（ 市 街 地 開 発 事 業 の 促 進 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、秩 序 あ る 市 街 地 の 形 成 を 図 る た め 、基 本 計 画

に 基 づ い て 、市 街 地 開 発 事 業（ 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 各 号 に 規 定 す

る 事 業 を い う 。） の 促 進 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

第 ４ 節  地 区 計 画 等 の 促 進  

（ 地 区 計 画 等 の 促 進 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、秩 序 あ る 市 街 地 の 形 成 に 誘 導 す る た め 、地 区

計 画 等（ 法 第 １ ２ 条 の ４ 第 １ 項 各 号 に 規 定 す る 地 区 計 画 等 を い

う 。 以 下 同 じ 。） の 促 進 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

第 ５ 節  都 市 緑 化 の 推 進  

（ 都 市 緑 化 の 推 進 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、市 街 地 に お け る 緑 化 を 計 画 的 に 推 進 す る た め 、
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緑 化 推 進 に 関 す る 施 策 の 策 定 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、市 民 及 び 事 業 者 に よ る 敷 地 緑 化 を 進 め る た め 、ガ イ

ド ラ イ ン を 定 め て そ の 誘 導 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

第 ６ 節  良 好 な 景 観 の 形 成  

（ 良 好 な 景 観 の 形 成 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、良 好 な 景 観 の 形 成 を 目 指 す た め 、必 要 な 措 置

を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

第 ７ 節  良 好 な 建 築 物 の 推 進  

（ 良 好 な 建 築 物 の 推 進 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、地 域 に ふ さ わ し い 良 好 な 建 築 物 の 推 進 に 努 め

な け れ ば な ら な い 。  

第 ３ 章  開 発 事 業 の 適 正 化  

第 １ 節  開 発 事 業 の 施 行 に 係 る 公 共 施 設 等 の 整 備 の 基

準  

（ 開 発 事 業 の 施 行 に 係 る 公 共 施 設 等 の 整 備 ）  

第 １ ５ 条  事 業 者 は 、当 該 開 発 事 業（ 規 則 で 定 め る も の を 除 く 。）

の 内 容 及 び 規 模 に 応 じ 、規 則 で 定 め る 基 準（ 以 下「 開 発 技 術 基

準 」と い う 。）に 従 い 、次 の 各 号 に 掲 げ る 公 共 施 設 等 の 整 備 を 行

わ な け れ ば な ら な い 。  

⑴  道 路  

⑵  公 園  

⑶  緑 地  

⑷  排 水 施 設  

⑸  消 防 の 用 に 供 す る 施 設  

⑹  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、市 長 が 必 要 と 認 め る 施 設 で 規

則 で 定 め る も の  

２  前 項 の 規 定 に よ り 整 備 し た 公 共 施 設 等 の 帰 属 に つ い て は 、当

該 施 設 を 整 備 し た 者 と 当 該 施 設 を 管 理 す る こ と と な る 者 と の

間 で 、 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 整 備 を 要 す る と さ れ る 公 園 及 び 緑 地 の
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規 模 等 が 、開 発 技 術 基 準 に 規 定 す る 規 模 に 満 た な い 場 合 又 は 設

置 要 件 に 合 致 し な い 場 合 、事 業 者 は 、規 則 に 定 め る と こ ろ に よ

り 、 当 該 施 設 の 整 備 に 代 え る も の と す る 。  

（ 開 発 技 術 基 準 の 改 定 等 ）  

第 １ ６ 条  市 長 は 、開 発 技 術 基 準 等 重 要 な 事 項 に つ い て 、常 に 適

切 な 検 討 を 加 え 、 適 宜 、 必 要 な 改 定 を 行 う こ と が で き る 。  

２  第 ８ 条 第 ３ 項 の 規 定 は 、開 発 技 術 基 準 等 重 要 な 事 項 を 定 め よ

う と す る と き 又 は こ れ ら を 変 更 し よ う と す る と き に 準 用 す る 。 

第 ２ 節  敷 地 の 適 正 化 の 基 準  

（ 誘 導 敷 地 面 積 及 び 誘 導 居 住 水 準 ）  

第 １ ７ 条  住 宅 を 建 築 し よ う と す る 者 は 、当 該 住 宅 の 種 類 及 び そ

の 敷 地 の 属 す る 用 途 地 域（ 法 第 ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 用

途 地 域 を い う 。）の 区 分 に 応 じ 、規 則 で 定 め る 誘 導 敷 地 面 積 及 び

誘 導 居 住 水 準 以 上 の 敷 地 面 積 及 び 居 住 水 準 を 確 保 す る よ う 努

め な け れ ば な ら な い 。  

第 ３ 節  開 発 事 業 の 施 行 に 関 す る 措 置  

（ 開 発 事 業 の 施 行 に 関 す る 措 置 ）  

第 １ ８ 条  事 業 者 は 、工 事 中 の 騒 音 、振 動 及 び ほ こ り の 防 止 並 び

に 工 事 車 両 の 通 行 に 関 し て 、市 民 へ の 安 全 対 策 に 十 分 配 慮 し た

措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

第 ４ 節  中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 に 関 す る 措 置  

（ 中 高 層 建 築 物 の 建 築 に 関 す る 措 置 ）  

第 １ ９ 条  高 さ が １ ０ メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物 又 は 地 上 ４ 階 以

上 の 建 築 物（ 以 下「 中 高 層 建 築 物 」と い う 。）を 建 築 し よ う と す

る 者 は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、電 波 障 害 の 防 止 に 関 す る

必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

（ 単 身 者 向 け 住 戸 を 含 む 共 同 住 宅 の 建 築 に 関 す る 措 置 ）  

第 ２ ０ 条  １ 戸 当 た り の 住 戸 専 用 面 積 が ４ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満

の 住 戸（ 以 下「 単 身 者 向 け 住 戸 」と い う 。）を 含 む 共 同 住 宅 を 建

築 し よ う と す る 者 は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、管 理 に 関 す
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る 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

第 ４ 章  ま ち づ く り 協 議 制 度  

第 １ 節  ま ち づ く り 協 議  

（ ま ち づ く り 協 議 の 申 出 ）  

第 ２ １ 条  事 業 者 は 、開 発 事 業 を 行 う に 当 た っ て 、規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、市 長 に ま ち づ く り 協 議 を 申 し 出 な け れ ば な ら な

い 。  

（ 指 導 又 は 助 言 ）  

第 ２ ２ 条  市 長 は 、良 好 な 住 環 境 を 確 保 す る た め に 必 要 が あ る と

認 め る と き は 、第 ２ １ 条 の 規 定 に よ る ま ち づ く り 協 議 の 申 出 を

し た 者 に 対 し 、 必 要 な 指 導 又 は 助 言 を す る こ と が で き る 。  

第 ２ 節  事 前 公 開  

（ 表 示 板 の 掲 出 等 ）  

第 ２ ３ 条  開 発 面 積 １ ，０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 を 開 発 し よ う と

す る 者 又 は 中 高 層 建 築 物 、単 身 者 向 け 住 戸 を 含 む 共 同 住 宅 若 し

く は 廃 棄 物 処 理 施 設 を 建 築 し よ う と す る 者（ 以 下「 開 発 事 業 者 」

と い う 。）は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、氏 名 、事 業 の 概 要 そ

の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 表 示 板 を 事 業 予 定 地 の 公 衆

の 見 や す い 場 所 に 掲 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  開 発 面 積 ３ ，０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 を 開 発 し 、又 は 中 高 層

建 築 物 を 建 築 し よ う と す る 開 発 事 業 者 は 、事 業 に よ っ て 住 環 境

に 影 響 を 受 け 、又 は 受 け る お そ れ の あ る 市 民（ 以 下「 関 係 市 民 」

と い う 。）に 対 し て 、説 明 会 を 開 催 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、

主 に 自 己 の 居 住 の 用 に 供 す る 住 宅 の 建 築 を 目 的 と し て 行 う 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  開 発 事 業 者 は 、前 項 に 規 定 す る 開 発 又 は 建 築 を 行 う 以 外 の 場

合 に お い て 、 関 係 市 民 か ら 説 明 会 の 開 催 を 求 め ら れ た 場 合 は 、

こ れ を 拒 ん で は な ら な い 。  

４  前 ２ 項 の 規 定 に よ り 説 明 会 を 開 催 し た 者 は 、当 該 説 明 会 の 終

了 後 、 速 や か に そ の 結 果 を 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  
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第 ３ 節  紛 争 の 防 止  

（ 話 合 い ）  

第 ２ ４ 条  開 発 事 業 者 は 、関 係 市 民 と 誠 意 を も っ て 話 し 合 い 、紛

争 の 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

第 ４ 節  ま ち づ く り 協 議 の 終 了 等  

（ ま ち づ く り 協 議 の 終 了 ）  

第 ２ ５ 条  市 長 は 、第 ２ １ 条 の 規 定 に よ る 協 議 が 終 わ っ た と き は 、

事 業 者 に 対 し 、 協 議 済 証 を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 事 業 内 容 の 変 更 の 手 続 等 ）  

第 ２ ６ 条  前 条 の 規 定 に よ る 協 議 済 証 の 交 付 を 受 け た 者 は 、当 該

協 議 に 係 る 開 発 事 業 の 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き は 、そ の 旨

を 市 長 に 届 け 出 て 、 市 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 条 の 規 定 は 、前 項 の 規 定 に よ る 協 議 の 結 果 、既 に 交 付 し た

協 議 済 証 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

第 ５ 節  紛 争 の 調 整  

（ 紛 争 の 調 整 ）  

第 ２ ７ 条  関 係 市 民 及 び 開 発 事 業 者 は 、当 該 開 発 及 び 建 築 に 伴 う

紛 争 に つ い て 、 市 長 に 紛 争 の 調 整 を 申 し 出 る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 申 出 が あ っ た と き は 、長 岡 京 市 建 築 紛 争 調 整

委 員 会（ 以 下「 委 員 会 」と い う 。）に 建 築 紛 争 調 整 の 依 頼 を 行 う

も の と す る 。  

３  委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 に つ い て 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。 

第 ５ 章  既 成 住 宅 地 等 の 保 全  

第 １ 節  地 区 計 画 等 の 促 進  

（ 地 区 計 画 の 促 進 ）  

第 ２ ８ 条  市 長 は 、既 成 住 宅 地 等 に お け る 良 好 な 居 住 環 境 そ の 他

優 れ た 街 区 の 環 境 が 形 成 さ れ て い る 地 域 を 保 全 す る た め 、地 区

計 画 の 促 進 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 建 築 協 定 の 締 結 の 促 進 ）  

第 ２ ９ 条  市 長 は 、既 成 住 宅 地 等 に お け る 良 好 な 居 住 環 境 を 保 全
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す る た め 、長 岡 京 市 建 築 協 定 条 例（ 昭 和 ５ ０ 年 長 岡 京 市 条 例 第

６ 号 ）に 基 づ く 建 築 協 定 の 締 結 の 促 進 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

第 ６ 章  ま ち づ く り へ の 市 民 参 加  

第 １ 節  市 民 参 加 の 促 進  

（ ま ち づ く り 協 議 会 の 認 定 等 ）  

第 ３ ０ 条  市 長 は 、市 民 に よ る 住 環 境 の 向 上 を 目 指 す こ と を 目 的

に 組 織 さ れ た 団 体 を 、ま ち づ く り 協 議 会 と し て 認 定 す る こ と が

で き る 。  

２  市 長 は 、ま ち づ く り 協 議 会 に 対 し 、住 環 境 の 向 上 に 関 す る 資

料 を 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 意 見 の 申 出 又 は 施 策 の 提 案 ）  

第 ３ １ 条  ま ち づ く り 協 議 会 は 、市 の 実 施 す る ま ち づ く り 施 策 に

つ い て 、市 長 に 意 見 の 申 出 又 は 施 策 の 提 案 を 行 う こ と が で き る 。 

２  前 項 の 規 定 に よ る 提 案 の 内 容 は 、次 に 掲 げ る 要 件 に 適 合 し て

い る も の で な け れ ば な ら な い 。  

⑴  関 係 法 令 に 適 合 し 、 基 本 構 想 に 整 合 し て い る と 認 め ら れ る

こ と 。  

⑵  ま ち づ く り 協 議 会 の 区 域 内 の 市 民 等 の 総 意 を 反 映 し て い る

と 認 め ら れ る こ と 。  

第 ７ 章  良 好 な 住 環 境 形 成 の 促 進  

第 １ 節  助 成 制 度  

（ 敷 地 緑 化 に 対 す る 助 成 ）  

第 ３ ２ 条  市 長 は 、市 民 の 行 う 敷 地 緑 化 に 対 し 、別 に 定 め る と こ

ろ に よ り 、 そ の 費 用 に つ い て 助 成 を す る こ と が で き る 。  

（ ま ち づ く り 協 議 会 に 対 す る 助 成 ）  

第 ３ ３ 条  市 長 は 、ま ち づ く り 協 議 会 に 対 し 、別 に 定 め る と こ ろ

に よ り 、そ の 活 動 に 要 す る 経 費 に つ い て 助 成 す る こ と が で き る 。 

第 ２ 節  表 彰 制 度  

（ 表 彰 ）  

第 ３ ４ 条  市 長 は 、別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、良 好 な 住 環 境 の 形
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成 に つ い て 、特 に 著 し い 功 績 の あ っ た 者 に 対 し 、そ の 功 績 を 表

彰 す る こ と が で き る 。  

第 ３ 節  住 環 境 標 準 モ デ ル  

（ 住 環 境 標 準 モ デ ル の 作 成 ）  

第 ３ ５ 条  市 長 は 、良 好 な 住 環 境 の 形 成 の た め 、各 地 域 に お け る

住 環 境 標 準 モ デ ル の 作 成 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

第 ４ 節  住 ま い の 情 報 収 集 及 び 提 供  

（ 住 ま い の 情 報 収 集 及 び 提 供 ）  

第 ３ ６ 条  市 長 は 、関 係 団 体 等 と 協 力 し て 、住 ま い に 関 す る 情 報

等 の 収 集 に 努 め 、そ の 情 報 を 市 民 に 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば

な ら な い 。  

第 ８ 章  雑 則  

（ ま ち づ く り 協 議 を 行 わ な い 者 に 対 す る 指 導 等 ）  

第 ３ ７ 条  市 長 は 、第 ２ １ 条 の 規 定 に よ る 協 議 を 行 わ な い 者 に 対

し 、同 条 に 規 定 す る 協 議 を 行 う よ う 適 切 な 指 導 を 行 う も の と す

る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 指 導 を し た 場 合 に お い て 、そ の 指

導 を 受 け た 者 が 指 導 に 従 わ な い と き は 、事 業 者 の 氏 名 又 は 名 称

及 び 指 導 の 内 容 を 公 表 す る こ と が で き る 。  

（ 開 発 事 業 の 承 継 の 届 出 ）  

第 ３ ８ 条  第 ２ １ 条 の 規 定 に よ る 申 出 を 行 っ た 開 発 事 業 を 承 継

し た 者 は 、承 継 後 遅 滞 な く そ の 旨 を 市 長 に 届 け な け れ ば な ら な

い 。  

（ 報 告 の 聴 取 ）  

第 ３ ９ 条  市 長 は 、こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、良 好

な 住 環 境 の 形 成 を 害 し 、又 は 害 す る お そ れ の あ る 者 に 対 し 、必

要 な 事 項 の 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 長 岡 京 市 ま ち づ く り 審 議 会 ）  

第 ４ ０ 条  住 環 境 の 整 備 に 関 す る 重 要 な 事 項 を 調 査 審 議 す る た

め 、長 岡 京 市 ま ち づ く り 審 議 会（ 以 下「 審 議 会 」と い う 。）を 置
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く 。  

２  審 議 会 は 、 １ ０ 人 以 内 の 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

３  委 員 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 者 に つ い て 市 長 が 委 嘱 し 、又 は 任

命 す る 。  

⑴  学 識 経 験 者    ４ 人 以 内  

⑵  市 民 代 表 者    ４ 人 以 内  

⑶  行 政 関 係 者    ２ 人 以 内  

４  前 ３ 項 に 定 め る も の の ほ か 、審 議 会 の 組 織 及 び 運 営 に つ い て

必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

（ 適 用 除 外 ）  

第 ４ １ 条  第 １ ５ 条 、第 ２ １ 条 か ら 第 ２ ２ 条 、第 ２ ５ 条 か ら 第 ２

６ 条 ま で 及 び 第 ３ ７ 条 か ら 第 ３ ９ 条 の 規 定 は 、法 第 ２ ９ 条 第 ５

号 か ら 第 １ １ 号 ま で に 掲 げ る 開 発 事 業 に つ い て は 適 用 し な い 。 

（ 委 任 ）  

第 ４ ２ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 条 例 の 施 行 に つ い

て 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、第 １ ５ 条 、第

１ ７ 条 、第 １ ９ 条 か ら 第 ２ ７ 条 ま で 、第 ３ ７ 条 、第 ３ ８ 条 及 び

附 則 第 ３ 項 の 規 定 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 平 成 ８ 年 規 則 第 ３ ２ 号 で 平 成 ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施

行 ）  

（ 長 岡 京 市 住 環 境 問 題 審 議 会 条 例 の 廃 止 ）  

２  長 岡 京 市 住 環 境 問 題 審 議 会 条 例（ 平 成 元 年 長 岡 京 市 条 例 第 １

２ 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

３  第 ２ １ 条 か ら 第 ２ ３ 条 及 び 第 ３ ８ 条 の 規 定 の 施 行 の 際 、既 に

長 岡 京 市 開 発 行 為 等 に 関 す る 指 導 要 綱 の 規 定 に 基 づ い て な さ

れ た 届 出 そ の 他 の 手 続 又 は 指 導 若 し く は 助 言 は 、そ れ ぞ れ こ の
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条 例 の 相 当 規 定 に 基 づ い て な さ れ た 届 出 そ の 他 の 手 続 又 は 指

導 若 し く は 助 言 と み な す 。  

４  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 条 例 の 施 行 に つ い て 必 要 な 経

過 措 置 は 、 市 長 が 定 め る 。  

附  則 （ 平 成 １ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 条 例 第 ２ 号 ） 抄  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 １ ５ 年 ９ 月 ３ ０ 日 条 例 第 ２ ９ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 １ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ ０ 日 条 例 第 ２ 号 ） 抄  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ １ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ３ 年 ６ 月 ２ ４ 日 条 例 第 １ １ 号 ）  

こ の 条 例 は 、地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 平 成 ２ ３ 年 法

律 第 ３ ５ 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 ２ １ 日 条 例 第 ２ ８ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日 条 例 第 ３ ２ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ９ 日 条 例 第 １ ５ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 条 例 第 ３ ３ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 令 和 ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 条 例 第 ３ ０ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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長 岡 京 市 ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、長 岡 京 市 ま ち づ く り 条 例（ 平 成 ６ 年 長 岡 京

市 条 例 第 １ ８ 号 。以 下「 条 例 」と い う 。）の 施 行 に つ い て 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 市 長 が 必 要 と 認 め る 公 共 施 設 等 ）  

第 ２ 条  条 例 第 １ ５ 条 第 １ 項 第 ６ 号 の 規 則 で 定 め る 施 設 は 、ご み

集 積 場 、 自 動 車 駐 車 場 、 自 転 車 等 駐 車 場 及 び 集 会 所 と す る 。  

（ 開 発 技 術 基 準 ）  

第 ３ 条  条 例 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、次 の 表 の 左

欄 に 掲 げ る 公 共 施 設 等 の 区 分 に 応 じ 、同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 表 に

定 め る と こ ろ に よ る 。た だ し 、消 防 の 用 に 供 す る 施 設 に つ い て

は 、乙 訓 消 防 組 合 開 発 事 業 等 に 関 す る 消 防 水 利 施 設 等 の 設 置 基

準 に よ る 。  

公 共 施 設 等 開 発 技 術 基 準

道 路 別 表 第 １

公 園 別 表 第 ２

緑 地 別 表 第 ３

排 水 施 設 別 表 第 ４

ご み 集 積 場

自 動 車 駐 車 場

自 転 車 等 駐 車 場

集 会 所

別 表 第 ５

 

（ 負 担 金 の 額 の 算 定 ）  

第 ４ 条  事 業 者 は 、条 例 第 １ ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、負 担 金 の

納 付 を も っ て 緑 地 の 整 備 に 代 え る も の と す る 。  

２  前 項 の 負 担 金 の 額 は 、前 条 の 規 定 に よ り 算 出 し た 用 地 に 、１

平 方 メ ー ト ル に つ き １ １ ５ ，０ ０ ０ 円 を 乗 じ て 得 た 額（ １ ０ ０

円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。  

（ 確 保 し な け れ ば な ら な い 用 地 の 減 免 ）  

第 ５ 条  第 ３ 条 に 規 定 す る 公 園 又 は 緑 地 を 確 保 し な け れ ば な ら

な い 事 業 者 で 、市 長 が 認 め る も の に 限 り 、次 に 掲 げ る も の に 相

当 す る 確 保 す べ き 用 地 を 減 じ 、又 は そ の も の に 相 当 す る 用 地 の
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確 保 を 免 除 す る こ と が で き る 。  

⑴  建 替 の 場 合 に お け る 既 存 建 築 物 相 当 分  

⑵  管 理 人 室  

⑶  自 己 の 居 住 の 用 に 供 す る た め の 室  

⑷  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、自 己 の 居 住 の 用 に 供 す る 開 発 事

業  

⑸  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 適 当 と 認 め る も の  

（ 負 担 金 の 使 途 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、第 ４ 条 の 規 定 に よ り 納 付 さ れ た 負 担 金 を 基 金 と

し て 管 理 し 、並 び に 当 該 基 金 を 活 用 し て 公 園 及 び 緑 地 の 整 備 を

行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 誘 導 敷 地 面 積 及 び 誘 導 居 住 水 準 ）  

第 ７ 条  条 例 第 １ ７ 条 の 規 則 で 定 め る 誘 導 敷 地 面 積 及 び 誘 導 居

住 水 準 は 、次 の 表 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。 た だ し 、１ 戸 当 た り

の 住 戸 専 用 面 積 が ４ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 住 戸（ 以 下「 単 身 者

向 け 住 戸 」 と い う 。） に つ い て は こ の 限 り で な い 。  

用途地域 第１種低層住居専用地域 第１種低層住居専用地域 第１種低層住居専用地域

建ぺい率　４０％ 建ぺい率　５０％ 建ぺい率　６０％ その他の地域

住宅の種類 容積率　　６０％ 容積率　　８０％ 容積率　１００％

戸建住宅 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

（誘導敷地面積） ２００ １５０ １２０ 　７５

分譲共同住宅 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

（誘導居住水準） ※７５ ※７５ ※７５ ※７５

賃貸共同住宅 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

（誘導居住水準） ※５５ ※５５ ※５５ ※５５

※については、住戸専用面積とし、住戸専用面積には、バルコニー等を含まない。
 

（ 中 高 層 建 築 物 の 建 築 に 関 す る 措 置 ）  

第 ８ 条  条 例 第 １ ９ 条 に 規 定 す る 中 高 層 建 築 物 を 建 築 し よ う と

す る 者 は 、当 該 中 高 層 建 築 物 の 建 築 に よ り 近 隣 の 市 民 の テ レ ビ

ジ ョ ン の 放 送 電 波 の 受 信 に 障 害 が 生 じ る こ と が 予 想 さ れ る と

き は 、事 前 に 受 信 状 態 の 調 査 を 行 い 、近 隣 の 住 民 が 正 常 な 放 送

電 波 の 受 信 が 維 持 で き る よ う 、必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら

な い 。  

（ 単 身 者 向 け 住 戸 を 含 む 共 同 住 宅 の 建 築 に 関 す る 措 置 ）  
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第 ９ 条  単 身 者 向 け 住 戸 を 含 む 共 同 住 宅 の 建 築 を し よ う と す る

者 は 、当 該 単 身 者 向 け 住 戸 を 適 正 に 管 理 す る た め 、次 に 掲 げ る

措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

⑴  管 理 す る 者 を 定 め る こ と 。  

⑵  管 理 す る 者 の 連 絡 先 等 を 出 入 口 の 見 や す い 場 所 に 表 示 す

る こ と 。  

⑶  そ の 他 適 正 に 管 理 す る た め に 市 長 が 必 要 と 認 め る 措 置  

（ ま ち づ く り 協 議 の 申 出 等 ）  

第 １ ０ 条  条 例 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ る ま ち づ く り 協 議 の 申 出 を

行 お う と す る 事 業 者 は 、都 市 計 画 法（ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０

号 ）、建 築 基 準 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ）、 宅 地 造 成 及 び

特 定 盛 土 等 規 制 法（ 昭 和 ３ ６ 年 法 律 第 １ ９ １ 号 ）、農 地 法（ 昭 和

２ ７ 年 法 律 第 ２ ２ ９ 号 ）等 の 関 係 法 令 に 基 づ き 監 督 官 庁 に 許 可

申 請 を 行 い 、又 は 同 意 協 議 等 を 求 め る 前 に 、開 発 面 積 ３ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以 上 又 は 計 画 戸 数 ２ 戸 以 上 の 規 模 の 開 発 事 業 に

あ っ て は 、第 １ 号 様 式 及 び 第 ２ 号 様 式 に よ り 市 長 に 協 議 を 申 し

出 な け れ ば な ら な い 。  

２  建 築 確 認 申 請 等（ 建 築 基 準 法 第 ６ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ６ 条 の

２ 第 １ 項（ 同 法 第 ８ ７ 条 第 １ 項 又 は 第 ８ ８ 条 第 １ 項 若 し く は 第

２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 確 認 の 申 請

又 は 同 法 第 １ ８ 条 第 ２ 項（ 同 法 第 ８ ７ 条 第 １ 項 又 は 第 ８ ８ 条 第

１ 項 若 し く は 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に

よ る 通 知 を い う 。）を 行 お う と す る 事 業 者 は 、事 前 に 第 ３ 号 様 式

に よ り 市 長 に 協 議 を 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 に よ る こ と が 不 適 当 と 市 長 が 認 め た 場 合 は 、開 発 事 業 を

行 お う と す る 事 業 者 は 、第 １ 号 様 式 及 び 第 ２ 号 様 式 に よ り 市 長

に 協 議 を 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

４  第 １ 号 様 式 及 び 第 ２ 号 様 式 に よ り 市 長 に 協 議 を 申 し 出 る 事

業 者 は 、開 発 し よ う と す る 敷 地 の 境 界 か ら 計 画 建 築 物 の 高 さ の

２ 倍 以 上 の 範 囲 内 の 土 地 所 有 者 、居 住 者 及 び 使 用 者 並 び に そ の

範 囲 に 属 す る 自 治 会 等 に 対 し て 事 業 内 容 の 説 明 を 行 い 、第 ４ 号

様 式 に よ り 市 に 報 告 す る も の と す る 。  

５  葬 祭 場 の 開 発 事 業 を 行 お う と す る 事 業 者 は 、第 １ 項 及 び 第 ２

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に 定 め る 様 式 に よ り 市 長 に 協 議 を 申

し 出 な け れ ば な ら な い 。  
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６  前 項 の 規 定 に よ り 市 長 に 協 議 を 申 し 出 る 事 業 者 は 、開 発 し よ

う と す る 敷 地 の 境 界 か ら １ ０ ０ メ ー ト ル 以 内 の 範 囲 の 土 地 所

有 者 、居 住 者 及 び 使 用 者 並 び に そ の 範 囲 に 属 す る 自 治 会 等 に 対

し て 事 業 内 容 の 説 明 を 行 い 、別 に 定 め る 様 式 に よ り 市 に 報 告 す

る も の と す る 。  

（ 表 示 板 の 掲 出 等 ）  

第 １ １ 条  条 例 第 ２ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 表 示 板 は 、第 ５ 号 様 式

に よ る も の と し 、前 条 に 規 定 す る ま ち づ く り 協 議 申 出 書 を 市 長

に 提 出 し た 日 か ら 当 該 表 示 板 に 記 載 し た 開 発 又 は 建 築 工 事 が

完 了 す る 日 ま で の 間 、 掲 出 し て お か な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 表 示 板 を 掲 出 し た 者 は 、当 該 表 示 板 を 掲 出

し た こ と を 証 す る 遠 景 及 び 近 景 の 写 真 各 １ 枚 を 、速 や か に 市 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  葬 祭 場 の 開 発 事 業 を 行 お う と す る 事 業 者 は 、別 に 定 め る 様 式

に よ る 表 示 板 を 前 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 申 出 を し た 日 か ら 葬 祭

場 の 工 事 が 完 了 す る 日 ま で の 間 、 開 発 し よ う と す る 敷 地 の 公 衆

の 見 や す い 場 所 に 掲 出 し て お か な け れ ば な ら な い 。  

４  前 項 の 規 定 に よ り 表 示 板 を 掲 出 し た 者 は 、別 に 定 め る 様 式 に

よ り 市 に 速 や か に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 報 告 書 の 提 出 ）  

第 １ ２ 条  条 例 第 ２ ３ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、第 ６ 号 様 式

に よ り 市 長 に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 協 議 済 証 の 交 付 ）  

第 １ ３ 条  条 例 第 ２ ５ 条 の 規 定 に よ る 協 議 済 証 の 交 付 は 、第 １ ０

条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 出 に 対 し て 、第 ７ 号 様 式 に よ り 行 う も

の と す る 。  

２  第 １ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 出 に 対 し て は 、協 議 番 号 の 発

行 を も っ て 協 議 済 証 の 交 付 に 代 え る も の と す る 。  

３  第 １ ０ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 申 出 に 対 し て は 、第 ８ 号 様 式 に

よ る 印 を も っ て 協 議 済 証 の 交 付 に 代 え る も の と す る 。  

（ 紛 争 調 整 の 依 頼 ）  

第 １ ３ 条 の ２  条 例 第 ２ ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 依 頼 は 、関 係 市

民 及 び 開 発 事 業 者 の 一 方 又 は 双 方 か ら 同 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ く 申 出 が あ っ た 場 合 に 、 遅 滞 な く 行 う も の と す る 。  

（ 汚 水 処 理 関 係 ）  
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第 １ ４ 条  事 業 者 は 、汚 水 の 処 理 に つ い て 、開 発 区 域 が 下 水 道 法

（ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ７ ９ 号 ）第 ２ 条 第 ８ 号 に 規 定 す る 処 理 区 域

内 に あ っ て は 、水 道 事 業 及 び 下 水 道 事 業 の 管 理 者 の 権 限 を 行 う

市 長 の 承 認 を 受 け て 、 公 共 下 水 道 に 接 続 し な け れ ば な ら な い 。 

２  事 業 者 は 、前 項 の 処 理 区 域 外 で 開 発 事 業 を 行 う 場 合 は 、開 発

区 域 内 の 汚 水 の 処 理 方 法 に つ い て 、市 長 及 び 関 係 機 関 と 協 議 し

な け れ ば な ら な い 。  

３  事 業 者 は 、合 併 処 理 浄 化 槽 の 設 置 に 当 た り 紛 争 が 生 じ た 場 合

は 、 速 や か に 適 切 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

４  事 業 者 は 、 設 置 し た 合 併 処 理 浄 化 槽 の 維 持 管 理 に 関 し て は 、

使 用 者 に 十 分 に 周 知 徹 底 し な け れ ば な ら な い 。  

５  く み と り 式 便 所 を 設 置 す る 場 合 は 、し 尿 処 理 計 画 に 基 づ い て

設 置 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 公 害 関 係 ）  

第 １ ５ 条  事 業 者 は 、開 発 事 業 に よ り 公 害 発 生 の お そ れ が あ る 場

合 は 市 長 と 協 議 し 、そ の 指 示 に よ り 防 止 対 策 を 講 じ な け れ ば な

ら な い 。  

（ 難 視 聴 関 係 ）  

第 １ ６ 条  事 業 者 は 、自 然 の 地 形 及 び 中 高 層 建 築 物 の 建 築 が 原 因

で 発 生 す る テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 の 難 視 聴 の 解 消 を 図 る た め 、共 同

受 信 設 備 を 設 置 し 、又 は 付 近 の 受 信 者 団 体 等 の 設 置 し た 共 同 受

信 設 備 に 加 入 す る 等 、そ の 対 策 を 講 じ る よ う 努 め な け れ ば な ら

な い 。  

（ 給 水 施 設 関 係 ）  

第 １ ７ 条  事 業 者 は 、開 発 区 域 内 の 給 配 水 計 画 並 び に 開 発 区 域 に

い た る 給 配 水 施 設 の 新 設 、増 設 及 び 維 持 管 理 に つ い て 、水 道 事

業 及 び 下 水 道 事 業 の 管 理 者 の 権 限 を 行 う 市 長 と 協 議 し な け れ

ば な ら な い 。  

（ 文 化 財 関 係 ）  

第 １ ８ 条  事 業 者 は 、周 知 の 埋 蔵 文 化 財 包 蔵 地 に お い て 開 発 事 業

を 行 う 場 合 は 、事 前 に 長 岡 京 市 教 育 委 員 会 と 協 議 し 、文 化 財 保

護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ １ ４ 号 ）、 長 岡 京 市 文 化 財 保 護 条 例

（ 昭 和 ５ ０ 年 長 岡 京 市 条 例 ２ ５ 号 ）、 京 都 府 内 に お け る 発 掘 調

査 等 の 取 扱 い 基 準 及 び 長 岡 京 市 に お け る 土 木 工 事 等 に か か る

埋 蔵 文 化 財 の 取 扱 要 綱 の 規 定 に よ る 手 続 を 行 い 、そ の 指 示 に 従



19 

 

わ な け れ ば な ら な い 。  

２  事 業 者 は 、前 項 に 規 定 す る 以 外 の 地 域 で 開 発 事 業 を 行 う 場 合

は 、事 前 に 長 岡 京 市 教 育 委 員 会 と 協 議 し 、そ の 指 示 に 従 わ な け

れ ば な ら な い 。  

３  事 業 者 は 、開 発 事 業 の 施 行 に お い て 埋 蔵 文 化 財 を 発 見 し た と

き は 、直 ち に 長 岡 京 市 教 育 委 員 会 に 届 け 出 て 、そ の 指 示 に 従 わ

な け れ ば な ら な い 。  

４  事 業 者 は 、開 発 事 業 を 行 う 土 地 、建 造 物 等 が 国 、京 都 府 又 は

長 岡 京 市 の 文 化 財 と し て 指 定 、登 録 等 が さ れ て い る 場 合 は 、事

前 に 長 岡 京 市 教 育 委 員 会 と 協 議 し 、当 該 文 化 財 の 保 全 に つ い て

指 導 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

５  事 業 者 は 、開 発 事 業 に 伴 う 文 化 財 の 調 査 、保 全 等 に 要 す る 費

用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 の 施 設 ）  

第 １ ９ 条  事 業 者 は 、開 発 区 域 内 の 街 路 灯 の 設 置 に つ い て 、市 長

と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 委 任 ）  

第 ２ ０ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 市 長 が 別

に 定 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ９ 年 ９ 月 １ 日 規 則 第 ３ ０ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 １ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 規 則 第 ２ ９ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 １ ４ 年 ９ 月 ２ ７ 日 規 則 第 ３ ４ 号 ）  

こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 長 岡 京 市 ま ち づ く

り 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 （ 平 成 １ ５ 年 ９ 月 ３ ０ 日 規 則 第 ４ ３ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 １ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ４ 日 規 則 第 ８ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 １ ８ 年 ５ 月 １ 日 規 則 第 ２ ３ 号 ）  

こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 長 岡 京 市 ま ち づ く

り 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
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附  則 （ 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 ２ １ 日 規 則 第 ３ ２ 号 ） 抄  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 ２ １ 日 規 則 第 ３ ５ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 ２ ９ 日 規 則 第 ５ ６ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ８ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 長 岡 京 市 ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、平 成 ２

８ 年 ７ 月 １ 日 以 後 に 長 岡 京 市 ま ち づ く り 条 例（ 平 成 ６ 年 長 岡 京

市 条 例 第 １ ８ 号 ）第 ２ １ 条 の 規 定 に よ る 申 出 が さ れ る ま ち づ く

り 協 議 に つ い て 適 用 し 、同 日 前 に 同 条 の 規 定 に よ る 申 出 が さ れ

た ま ち づ く り 協 議 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ９ 年 ２ 月 ７ 日 規 則 第 １ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第 １ ０ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 規 則 第 ３ ７ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ ０ 日 規 則 第 １ １ 号 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、第 １

０ 条 第 １ 項 の 改 正 は 、 令 和 ５ 年 ５ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  長 岡 京 市 規 則 で 定 め る 申 請 書 等 の 押 印 の 特 例 に 関 す る 規 則

（ 令 和 ３ 年 長 岡 京 市 規 則 第 ３ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

〔 次 の よ う 〕 略  

   附  則 （ 令 和 ６ 年 ８ 月 ３ ０ 日 規 則 第 ２ ９ 号 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 長 岡 京 市 ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 こ の  

 規 則 の 施 行 の 日 以 降 に 長 岡 京 市 ま ち づ く り 条 例 （ 平 成 ６ 年 長   
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 岡 京 市 条 例 第 １ ８ 号 ） 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ る 申 出 が さ れ る ま  

 ち づ く り 協 議 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 同 条 の 規 定 に よ る 申   

 出 が さ れ た ま ち づ く り 協 議 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ      

 る 。  

  附  則 （ 令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ４ 日 規 則 第 ３ ３ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 表 第 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

道 路 の 開 発 技 術 基 準  

１  配 置 計 画  

⑴  開 発 区 域 内 に 設 置 す る 道 路 及 び 開 発 区 域 に 接 す る 道 路

幅 員 は 、次 の と お り と す る 。た だ し 、 開 発 区 域 に 接 す る道

路 で 市 が 管 理 し な い も の 又 は 周 辺 状 況 を 勘 案 し 、通 行 上 支

障 が な い と 市 長 が 認 め た 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

    開 発 規 模  

道 路 の 種 類  
５ ０ ０ ㎡ 未 満  ５ ０ ０ ㎡ 以 上  

新 設 道 路  

６ ｍ 以 上  

京 都 府 が 定 め る 開

発 許 可 に 関 す る 技

術 的 基 準 に よ る  既 存 道 路  

⑵  必 要 に 応 じ バ ス 停 留 所 を 設 け 、 拡 幅 す る も の と す る 。  

⑶  長 岡 京 市 市 道 認 定 に 関 す る 規 則（ 昭 和 ５ ９ 年 長 岡 京 市 規

則 第 １ ４ 号 ）又 は 長 岡 京 市 道 の 構 造 に 関 す る 基 準 を 定 め る

規 則（ 平 成 ２ ４ 年 長 岡 京 市 規 則 第 ３ ２ 号 ）に 規 定 す る 基 準

に 適 合 し た 道 路 は 、原 則 と し て 市 に 帰 属 し 、又 は 寄 附 す る

も の と す る 。  

２  行 止 り 道 路 の 禁 止  

開 発 区 域 内 に 設 置 す る 道 路 は 、両 端 を 他 の 道 路（ 開 発 区 域

内 の 道 路 及 び 建 築 基 準 法 第 ４ ２ 条 の 規 定 に よ る 道 路 に 限 る 。

以 下 同 じ 。）に 接 続 す る も の と す る 。た だ し 、次 の 事 項 に 該 当

し 、か つ 、市 長 が 避 難 上 及 び 通 行 の 安 全 上 支 障 が な い と 認 め

た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

⑴  京 都 府 が 定 め る 開 発 許 可 に 関 す る 技 術 的 基 準 に 適 合 し

て い る も の  

⑵  建 築 基 準 法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 位 置 の 指

定 を 受 け る も の  

⑶  道 路 の 行 き 止 り 先 の 土 地 に お い て 、当 該 道 路 の 延 長 計 画

又 は 他 の 道 路 の 計 画 が あ り 、か つ 、そ の 計 画 が 適 切 で 施 行

が 確 実 と 認 め ら れ る も の  

⑷  そ の 他 隣 接 地 の 開 発 事 業 の た め 、市 長 が あ ら か じ め 道 路

を 設 け る よ う 指 示 し た も の  

３  階 段 状 の 道 路 の 禁 止  
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開 発 区 域 内 に 設 置 す る 道 路 を 階 段 状 と す る こ と は 禁 止 す

る も の と す る 。た だ し 、主 と し て 歩 行 者 の た め の も の で あ り 、

地 形 の 状 況 に よ り や む を 得 な い 場 合 で 、市 長 が 支 障 が な い と

認 め た も の で あ り 、か つ 、次 の 事 項 に よ り 設 置 す る も の は こ

の 限 り で な い 。  

⑴  コ ン ク リ ー ト そ の 他 こ れ に 類 す る も の で 築 造 す る も の  

⑵  階 段 の 高 さ が ３ メ ー ト ル を 超 え る も の に あ っ て は 、高 さ

３ メ ー ト ル 以 内 ご と に 踏 幅 １ ．５ メ ー ト ル 以 上 の 踊 り 場 を

設 け る も の  

⑶  高 さ が １ ．５ メ ー ト ル を 超 え る 階 段 に は 、そ の 両 側（ 出

入 口 の 部 分 を 除 く 。） に 耐 久 性 の あ る 材 料 で 手 す り を 設 け

る も の  

⑷  階 段 の 蹴 上 げ 寸 法 は １ ５ セ ン チ メ ー ト ル 以 下 、踏 面 寸 法

は ３ ０ セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と し 、各 段 の 蹴 上 げ 踏 面 寸 法 は

そ れ ぞ れ 一 定 と す る も の と す る 。  

４  街 区 の す み 切 り 等  

 ⑴  開 発 区 域 内 に 設 置 す る 道 路 又 は 開 発 区 域 に 接 す る 道 路  

  に 交 差 又 は 接 続 が 生 じ る 場 合 は 、交 差 角 を ６ ０ 度 以 上 で 直  

  角 に 近 い も の と す る 。  

⑵  開 発 区 域 内 に 設 置 す る 道 路 又 は 開 発 区 域 に 接 す る 道 路  

 に 交 差 若 し く は 接 続 又 は 屈 曲 が 生 じ る 場 合 又 は 市 長 が 必  

 要 と 認 め た 場 合 は 、京 都 府 が 定 め る 開 発 許 可 に 関 す る 技 術  

 的 基 準 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し た す み 切 り を 設 置 す る も  

 の と す る 。  

５  歩 道 の 設 置  

開 発 区 域 内 に 設 置 す る 道 路 の 幅 員 が ９ メ ー ト ル 以 上 に な

る 場 合 又 は 市 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、道 路 構 造 令（ 昭 和 ４

５ 年 政 令 第 ３ ２ ０ 号 ）及 び 長 岡 京 市 道 の 構 造 に 関 す る 基 準 を

定 め る 規 則 そ の 他 関 係 法 令 等 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し た 歩

道 を 設 置 す る も の と す る 。  

６  道 路 構 造  

⑴  開 発 区 域 内 に 設 置 す る 道 路 の 車 道 面 の 舗 装 の 構 造 は 、次

の 表 を 標 準 と す る こ と 。た だ し 、路 床 の 状 態 が 不 良 の 場 合

は 、 必 要 な 措 置 を 市 と 協 議 し て 決 定 す る こ と 。  
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表 層  
密 粒 度 ア ス フ ァ ル ト

コ ン ク リ ー ト  
ｔ ＝ ３ ㎝  

基 層  
粗 粒 度 ア ス フ ァ ル ト

コ ン ク リ ー ト  
ｔ ＝ ５ ㎝  

路 盤  Ｒ Ｍ -３ ０  ｔ ＝ １ ５ ㎝  

⑵  開 発 区 域 内 に 設 置 す る 道 路 の 縦 横 断 面 勾 配 は 、長 岡 京 市

道 の 構 造 に 関 す る 基 準 を 定 め る 規 則 及 び 長 岡 京 市 移 動 等

円 滑 化 の た め に 必 要 な 市 道 の 構 造 に 関 す る 基 準 を 定 め る

規 則 （ 平 成 ２ ４ 年 長 岡 京 市 規 則 第 ３ ４ 号 ） に 準 ず る こ と 。 

⑶  開 発 区 域 内 に 設 置 す る 道 路 又 は 開 発 区 域 に 接 す る 道 路

に は 、雨 水 等 を 有 効 に 排 出 す る た め 、原 則 と し て 溝 蓋 を 有

し 、か つ 内 幅 及 び 有 効 深 さ が ３ ０ セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 側

溝 又 は 街 渠 を 設 け る こ と 。た だ し 、路 面 排 水 の み に 供 す る

L型 側 溝 に つ い て は 、幅 ４ ５ セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、厚 さ １ ０

セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。な お 、現 場 打 ち 側 溝 を 含

め 各 種 構 造 に つ い て は 、道 路 管 理 者 と 協 議 の 上 、承 諾 を 得

る こ と 。  

７  交 通 安 全 施 設  

開 発 区 域 内 の 道 路 の 通 行 の 安 全 上 、必 要 と 認 め ら れ る 場 所

に は 、防 護 さ く 、標 識 板 そ の 他 次 に 掲 げ る 安 全 施 設 等 を 設 け

る も の と す る 。  

⑴  見 通 し の 悪 い 交 差 点 及 び 曲 線 部 に は 、カ ー ブ ミ ラ ー を 設

置 す る こ と 。  

⑵  道 路 に は 、必 要 に 応 じ て 道 路 び ょ う 又 は セ ン タ ー ラ イ ン

等 を 引 く こ と 。  

⑶  そ の 他 地 域 の 実 情 に 応 じ た 安 全 対 策 を 講 じ る こ と 。  

別 表 第 ２ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

公 園 の 開 発 技 術 基 準  

住 宅 を 建 築 す る 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、次 の 表 に 掲 げ る 住

宅 の 種 別 、事 業 の 規 模 及 び 事 業 地 の 用 途 地 域 に 応 じ た 基 準 で 用

地 を 確 保 し 、施 設 の 整 備 を 行 う も の （ 公 園 と し て の 整 備 は 、９

０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 に 限 る も の と し 、そ れ 未 満 の も の に あ っ て

は 別 表 第 ３ 緑 地 の 開 発 技 術 基 準 に よ る 整 備 と す る 。）と す る 。こ
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の 場 合 に お い て 、整 備 を 行 っ た 当 該 用 地 及 び 施 設 は 、事 業 完 了

後 、 市 に 帰 属 し 、 又 は 寄 附 す る も の と す る 。  

適 用 範 囲  地 域 の 用 途  基 準  
上

限  

戸 建 住 宅  

共 同 住 宅  

世 帯 向 け 住 戸  

第１種低層住居専用地域 

６ ０ ／ ４ ０  

開 発 面 積 の ３ ％ 以 上 か

つ 一 戸 当 た り ７ ． ０ ㎡  

６

％  

第１種低層住居専用地域 

８ ０ ／ ５ ０  

開 発 面 積 の ３ ％ 以 上 か

つ 一 戸 当 た り ５ ． ３ ㎡  

開 発 面 積  

３，０００㎡以上 

第１種低層住居専用地域 

１ ０ ０ ／ ６ ０  

開 発 面 積 の ３ ％ 以 上 か

つ 一 戸 当 た り ４ ． ２ ㎡  

そ の 他 地 域  
開 発 面 積 の ３ ％ 以 上 か

つ 一 戸 当 た り ２ ． ７ ㎡  

戸 建 住 宅  

共 同 住 宅  

世 帯 向 け 住 戸  

第１種低層住居専用地域 

６ ０ ／ ４ ０  
一 戸 当 た り ７ ． ０ ㎡  

第１種低層住居専用地域 

８ ０ ／ ５ ０  
一 戸 当 た り ５ ． ３ ㎡  

開 発 面 積  

３，０００㎡未満 

第１種低層住居専用地域 

１ ０ ０ ／ ６ ０  
一 戸 当 た り ４ ． ２ ㎡  

そ の 他 地 域  一 戸 当 た り ２ ． ７ ㎡  

共 同 住 宅  

単 身 者 向 け 住 戸 

第１種低層住居専用地域 

６ ０ ／ ４ ０  
一 戸 当 た り ３ ． ６ ㎡  

 第１種低層住居専用地域 

８ ０ ／ ５ ０  
一 戸 当 た り ２ ． ７ ㎡  

第１種低層住居専用地域 

１ ０ ０ ／ ６ ０  
一 戸 当 た り ２ ． ２ ㎡  

そ の 他 地 域  一 戸 当 た り １ ． ４ ㎡  

（ 注 ） 公 園 及 び 緑 地 の 整 備 に つ い て は 、「公 園 等 の 設 置 及 び 整 備 基 準 要

綱 」 に 基 づ き 整 備 す る こ と 。  

別 表 第 ３ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

緑 地 の 開 発 技 術 基 準  

１  住 宅 を 建 築 す る 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、別 表 第 ２ に よ り

算 定 し た 面 積 が 同 表 の 公 園 整 備 に 必 要 な 面 積 に 満 た な い 場

合 は 、 緑 地 と し て 用 地 を 確 保 し て 整 備 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 基 準 に 基 づ く 緑 地 の 整 備 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分

に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る と お り 行 い 、整 備 を 行 っ た 当 該 用

地 及 び 施 設 は 、事 業 完 了 後 、市 に 帰 属 し 、又 は 寄 附 す る も の
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と す る 。  

⑴  別 表 第 ２ に よ り 算 定 し た 面 積 が ３ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

９ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 場 合  緑 地 と し て の 用 地 確 保 と

整 備 。た だ し 、当 該 事 業 が 長 岡 京 市 緑 の 基 本 計 画 に 基 づ く

市 内 緑 化 重 点 地 区 外 で 行 わ れ る も の で あ っ て 、別 に 定 め る

設 置 基 準 又 は 整 備 基 準 に 合 致 し な い と き は 、第 ４ 条 の 規 定

に よ る 負 担 金 納 付 を も っ て こ れ に 代 え る こ と が で き る 。  

⑵  別 表 第 ２ に よ り 算 定 し た 面 積 が ３ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満

の 場 合  第 ４ 条 の 規 定 に よ る 負 担 金 納 付  

３  商 業 地 域 又 は 近 隣 商 業 地 域 以 外 の 地 域 内 に お い て 、住 宅 以

外 の 建 築 物 を 建 築 す る 事 業 で 開 発 面 積 が ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ル を 超 え る 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、開 発 面 積 の ３ パ ー セ ン

ト を 緑 地 と し て 、原 則 と し て 道 路 に 面 す る 場 所 で 整 備 す る も

の と す る 。  

別 表 第 ４ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

排 水 施 設 の 開 発 技 術 基 準  

１  排 水 施 設 は 、有 効 か つ 適 切 に 排 水 し 、河 川 、下 水 道 及 び 排

水 路 等 に 接 続 す る も の と す る 。  

⑴  開 発 区 域 内 に お い て 排 水 施 設 を 設 置 す る 場 合 は 、幹 線 水

路 、支 線 水 路 と 区 別 し 、河 川 、下 水 道 及 び 排 水 路 等 に 接 続

す る こ と 。  

⑵  開 発 事 業 に よ り 整 備 が 必 要 と な る 排 水 施 設（ 区 域 外 の も

の を 含 む 。）は 、市 長 の 指 示 に よ り 事 業 者 の 負 担 に お い て 整

備 す る こ と 。  

⑶  排 水 計 画 の 雨 水 の 流 出 量 等 の 算 定 は 、市 の 雨 水 計 画 区 域

内 に あ っ て は 雨 水 排 水 基 本 計 画 に 、そ れ 以 外 に あ っ て は 京

都 府 が 定 め る 開 発 許 可 に 関 す る 技 術 的 基 準 に よ る こ と 。  

２  開 発 事 業 に 伴 う 流 末 排 水 を 放 流 す る 河 川 、下 水 道 及 び 排 水

路 等 に つ い て は 、そ れ ぞ れ の 管 理 者 と 協 議 を 行 い 、水 質 汚 濁

防 止 法（ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 １ ３ ８ 号 ）そ の 他 関 係 法 令 に 適 合

し て い る こ と を 原 則 と し 、次 の 事 項 に 適 合 し て い な け れ ば な

ら な い 。  

⑴  河 川 法（ 昭 和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ６ ７ 号 ）に よ る 河 川 は 、そ

の 手 続 き を 終 え 、許 可 の あ っ た の ち 施 行 し 、普 通 河 川 、国

有 水 路 及 び 市 有 水 路 は 、各 管 理 者 と 協 議 を 行 い 、関 係 法 令
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等 の 手 続 き に よ る こ と 。  

⑵  河 川 へ の 排 水 口 の 設 置 は 、原 則 と し て １ 箇 所 と す る こ と 。

た だ し 、１ 箇 所 に 統 合 す る こ と が で き な い 場 合 は こ の 限 り

で な い 。  

⑶  下 水 道 法 に よ る 接 続 又 は 工 作 物 設 置 に つ い て は 、所 定 の

手 続 を 得 、 許 可 の あ っ た の ち 施 行 す る こ と 。  

３  放 流 先 の 排 出 能 力 が 不 足 す る 場 合 は 、河 川 改 修 を 原 則 と す

る が 、や む を 得 な い 場 合 で 河 川 、水 路 管 理 者 と 協 議 の う え 支

障 が な い も の は 、開 発 区 域 内 に お い て 遊 水 池 そ の 他 の 施 設 を

放 流 先 の 排 出 能 力 が 確 保 さ れ る ま で 、暫 定 的 に 設 け る こ と が

で き る 。  

４  遊 水 池 そ の 他 の 施 設 に つ い て は 、流 入 す る 排 水 は 雨 水 の み

と し 、放 流 先 の 河 川 改 修 等 の 計 画 が あ り 、施 行 が 確 実 と 認 め

ら れ 、当 該 遊 水 池 に つ い て 責 任 あ る 管 理 者 が 確 定 し て い な け

れ ば な ら な い 。  

５  内 水 排 除 対 策 に つ い て は 、内 水 水 域 で 開 発 事 業 に よ り 内 水

量 の 増 加 、水 位 上 昇 及 び 内 水 域 の 面 積 増 加 が 見 込 ま れ る 場 合

は 、原 則 と し て 、付 近 関 係 者 と 意 見 の 調 整 を 行 い 、こ の 影 響

を 取 り 除 く の に 必 要 な 排 水 ポ ン プ そ の 他 の 施 設 を 配 慮 す る

も の と す る 。  

６  開 発 区 域 外 に 流 域 を も つ 河 川 、下 水 道 及 び 排 水 路 等 の 流 量

の 算 定 に あ た っ て は 、開 発 区 域 内 と 同 様 の 計 算 式 を 用 い る も

の と す る 。た だ し 、一 級 河 川 及 び 下 水 道 は 、そ の 管 理 者 が 決

定 す る 断 面 に 従 う こ と を 原 則 と す る 。  

７  前 各 項 の 基 準 に よ る ほ か 、開 発 技 術 基 準 は 次 の 事 項 に よ る 。 

⑴  河 川 、水 路 の 管 理 施 設 の 構 造 は 、当 該 管 理 者 の 指 示 を 受

け 、 河 川 管 理 施 設 等 構 造 令 （ 昭 和 ５ １ 年 政 令 第 １ ９ ９ 号 ）

及 び 同 施 行 規 則 そ の 他 関 係 法 令 等 の 基 準 に よ る こ と 。  

⑵  下 水 道 管 布 設 に あ た っ て は 、事 前 に 水 道 事 業 及 び 下 水 道

事 業 の 管 理 者 の 権 限 を 行 う 市 長 と 協 議 し 、下 水 道 法 そ の 他

関 係 法 令 等 の 基 準 に よ る こ と 。  

別 表 第 ５ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

ご み 集 積 場 、自 動 車 駐 車 場 、自 転 車 等 駐 車 場 、集 会 所 の 開 発

技 術 基 準  

１  ご み 集 積 場 の 設 置  
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住 宅 の 建 築 を 目 的 と す る 事 業 者 は 、 次 の 表 に 掲 げ る 住 宅 の 種

別 、戸 数 の 区 分 に 応 じ ご み 集 積 場 を 確 保 す る と と も に 、市 長 の

指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

 
戸 建 住 宅 の 戸 数  共 同 住 宅 の 戸 数  

１ ０ 戸 未 満  １ ０ 戸 以 上  １ ０ 戸 未 満  １ ０ 戸 以 上  

可

燃

ご

み

集

積

場 

設 置 箇

所  

数 又 は

設  

置 面 積  

市 長 と 協 議

の う え 決 定  

１ ０ 戸 に つ

き １ 箇 所（ １

箇 所 当 た り

２ ㎡ ）  

市 長 と 協 議

の う え 決 定  

１ 戸 当 た り

０ ． ２ ㎡  

設 置 場

所  
〃  

道 路 に 面 す

る と こ ろ  
〃  

道 路 側 に 面

し た 建 物 の

敷 地 で 市 長

と 協 議 し て

定 め る 場 所  

管 理  〃  
市（ 帰 属 又 は

寄 附 ）  
〃  事 業 者  

不

燃

ご

み

集

積

場 

設 置  

箇 所 数  

市 長 と 協 議

の う え 決 定  

５ ０ 戸 に つ

き １ 箇 所（ １

箇 所 当 た り

１ ８ ㎡ ）５ ０

戸 未 満 は 市

長 と 協 議 の

う え 決 定  

市 長 と 協 議

の う え 決 定  

５ ０ 戸 に つ

き １ 箇 所（ １

箇 所 当 た り

１ ８ ㎡ ）５ ０

戸 未 満 は 市

長 と 協 議 の

う え 決 定  

設 置 場

所  
〃  

道 路 に 面 す

る と こ ろ  
〃  

建 物 の 敷 地

内 で 市 長 と

協 議 し て 定

め る 場 所  

管 理  〃  市 （ 帰 属 ）  〃  事 業 者  

（ 注 ）ご み 集 積 場 の 設 置 に つ い て は 、「 ご み 集 積 場 の 開 発 技 術 基

準 」 に 基 づ き 設 置 す る こ と 。  

２  自 動 車 駐 車 場 の 設 置  

⑴  共 同 住 宅 を 建 築 し よ う と す る 事 業 者 は 、世 帯 向 け 計 画 戸
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数 の ３ 分 の ２ 以 上 、単 身 者 向 け 計 画 戸 数 の ２ 分 の １ 以 上 の

自 動 車 駐 車 場 を 、原 則 と し て 同 一 敷 地 内 に お い て 整 備 す る

こ と 。  

⑵  ⑴ に 掲 げ る 以 外 の 建 築 物 を 建 築 し よ う と す る 事 業 者 は 、

開 発 事 業 の 目 的 及 び 規 模 並 び に 開 発 区 域 の 周 辺 の 状 況 等

を 考 慮 し 、住 環 境 に 支 障 を 生 じ る こ と の な い よ う 相 当 な 収

容 能 力 を 有 す る 自 動 車 駐 車 場 を 設 置 す る よ う 努 め る こ と 。 

３  自 転 車 等 駐 車 場 の 設 置  

⑴  共 同 住 宅 を 建 築 し よ う と す る 事 業 者 は 、世 帯 向 け １ 戸 当

た り ２ 台 以 上 、単 身 者 向 け １ 戸 当 た り １ 台 以 上 の 自 転 車 等

駐 車 場 を 、 同 一 敷 地 内 に お い て 設 置 す る こ と 。  

⑵  ⑴ に 掲 げ る 以 外 の 建 築 物 を 建 築 し よ う と す る 事 業 者 は 、

周 辺 の 状 況 等 を 考 慮 し て 、下 表 の 建 築 物 の 用 途 に 見 合 っ た

自 転 車 等 駐 車 場 を 設 置 す る こ と 。た だ し 、大 規 模 施 設 に 係

る 自 転 車 等 駐 車 場 の 設 置 基 準 の 特 例 に つ い て は 、長 岡 京 市

自 転 車 等 の 駐 車 秩 序 に 関 す る 条 例 施 行 規 則（ 平 成 ７ 年 長 岡

京 市 規 則 第 ３ ３ 号 ） 第 ５ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

建築物の用途 建築物の規模 自転車等駐車場の規模

遊技場、文化教室、学習塾そ
の他これらに類するもの

店舗等面積５㎡ごとに１台
以上

劇場、映画館、演芸場その他
これらに類するもの

店舗等面積１０㎡ごとに１
台以上

百貨店、スーパーマーケッ
ト、飲食店及び食料品、衣料
品等の物品販売等を営む店舗

店舗等面積が２００㎡を
超えるもの

店舗等面積１５㎡ごとに１
台以上

銀行等の金融機関

上記以外の公衆の出入りする
建築物

店舗等面積が１００㎡を
超えるもの

店舗等面積が３００㎡を
超えるもの

店舗等面積２０㎡ごとに１
台以上

備考　算定において１台に満たない端数は、切り捨てる。
 

４  集 会 所 の 設 置  

⑴  共 同 住 宅 を 建 築 し よ う と す る 事 業 者 は 、 次 の 表 の 左 欄 に   

 掲 げ る 計 画 戸 数 に 応 じ 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 床 面 積 以 上 の  

 集 会 所 を 設 置 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  
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計画戸数 床面積

５０戸以上１００戸未満 ５０㎡

１００戸以上３００戸未満 ７０㎡

３００戸以上 市長と協議して定める床面積
 

⑵  ５ ０ 戸 以 上 の 戸 建 住 宅 の 開 発 事 業 を 実 施 し よ う と す る 事  

 業 者 は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 用 途 地 域 に 応 じ 、 同 表 の 右  

 欄 に 掲 げ る 敷 地 面 積 以 上 の 用 地 を 確 保 し 、 当 該 用 地 は 市 に  

 帰 属 し 、 又 は 寄 附 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

用 途 地 域  敷 地 面 積  

第 1種 低 層 住 居 専 用 面 積  

６ ０ /４ ０  
１ ６ ５ ㎡  

第 1種 低 層 住 居 専 用 面 積  

８ ０ /５ ０  
１ ２ ５ ㎡  

第 1種 低 層 住 居 専 用 面 積  

１ ０ ０ /６ ０  
１ ０ ０ ㎡  

そ の 他 地 域  ７ ５ ㎡  
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第１ 号 様式 （第 １０ 条 関係 ）  

（表 ）  

 

ま  ち  づ  く  り  協  議  申  出  書  

 

年   月   日  

 

長岡 京 市長        様  

 

事業 者            

住所            

氏名          

（℡        ）   

 

長 岡 京 市 ま ち づ く り 条 例 第 ２ １ 条 の 規 定 に 基 づ き 協 議 を 受 け

たい の で、 下記 によ り 申し 出ま す。  

 

記  

 

開 発 区 域 に 含 ま れ る 

地 域 の 名 称 

長岡 京 市  

 

開 発 区 域 の 面 積  

予 定 建 築 物 の 用 途  

代理 者   住  所  

 

     氏  名  

 

 

 

 

（℡         ）  
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（裏 ）  

 

指  導  ・  助  言  内  容  

 

回 

覧 
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第 ２ 号 様 式 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

（表 ）  

設  計  説  明  書  

設計 者  住 所  

氏名       

事 業 地 の 

所 在 地 

 事 業 者  

の 氏 名  

 

事  業  の  目  的  

土

地

の

現

況 

開
発
区
域
内
の 

土地の現況 

市 街 化 区 域  

用 途 地 域  

（     地 域 ）  

市 街 化 調 整 区 域  

宅地造成等工事規制区域 都市計画街路 都市計画公園 

区画整理区域 風致地区 その他（     ）  

地目別概要 

区  分  宅  地  農  地  山  林  雑 種 地  そ の 他  計  

面  積  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  

割  合  %  %  %  %  %  1 0 0 %  

土
地
利
用
計
画

開
発
区
域
内
の 

区   分  住宅用地 
公共の用に 

供する土地 

住宅用地 

以外の宅地 
未利用地 その他の用地 計  

面   積  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  

割   合  %  %  %  %  %  1 0 0 %  

供

す

る

土

地 
公

共

の

用

に 

区   分  道  路 公  園 河  川 水  路 消 防 施 設 そ の 他 計  

面   積  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  

割   合  %  %  %  %  %  %  1 0 0 %  

管  理  者         

予定建築物の構造 （階 数    階 、最 高 高さ   ｍ）  

一 般 住 宅  戸数  戸、区画数  区画、１区画当たりの面積  ㎡～  ㎡ 

共 同 住 宅  
世 帯 向 け 住 戸   戸 、 単 身 者 向 け 住 戸   戸 、 そ の 他  

住 戸 専 用 面 積   ㎡ ～   ㎡  平 均 住 戸 専 用 面 積   ㎡  

計 画 人 口  人  汚 水 処 理 方 法  

交通・ガス・上水道施設   

そ の 他 必 要 な 事 項  
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（裏 ）  

添付 図 書  

１  登 記事 項証 明書

（正本に最新の登記事項を一部添付して下さい｡コピーでも可） 

２  公 図（ 字切 図）  

３  付 近見 取図 （２ 千 ５百 分の 一程 度 ）  

４  開 発区 域の 求積 図  

５  造 成計 画平 面図 （ ２百 ５拾 分の 一 程度 ）  

６  造 成計 画断 面図 （ 百分 の一 程度 ）  

７  土 地利 用計 画平 面 図  

８  給 ・排 水施 設平 面 図  

９  建 築計 画図  

  ( 1 )  配置 図  

  ( 2 )  各階 平 面図  

  ( 3 )  ２面 以 上の 立 面図  

1 0  表 示板 を 掲 出し た 現況 写真 （遠 近 各１ 枚）  

11  委任 状   

1 2  そ の他 必 要 と認 め られ る書 類  
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第３ 号 様式 （第 １０ 条 関係 ）  

 

ま  ち  づ  く  り  協  議  申  出  書  

 

年   月   日  

 

長岡 京 市長        様  

 

 

事業 者  

住所            

           氏 名           

（℡        ）   

 

長 岡 京 市 ま ち づ く り 条 例 第 ２ １ 条 の 規 定 に 基 づ き 協 議 を 受 け

たい の で、 下記 によ り 申し 出ま す。  

 

記  

 

事 業 地 の 所 在 
長岡 京 市  

 

予定建築物の敷地面積  

予 定 建 築 物 の 用 途  

予 定 建 築 物 の 構 造  

代理者 
住所  

氏  名 

 

 

（℡         ）  

添 付 図 書 建築確認申請書（写）・許可書（写）等 
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第 ４ 号 様 式 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

関  係  市  民  説  明  経  過  書  

【要望事項】  

 

A  日影の削減（高さ・階数・配置等の変

更） 

B  プライバシーの保護（目隠し等） 

C  テレビ電波障害への対応 

D  駐車場の確保 

E  工事中の危険防止 

F  その他（要望詳細を記入して下さい。） 

X  特になし 

  
 

【回答内容】  

 

a  要望どおりでき

る。 

b  一部できる。  

c  検討する。（どの

ように、具体的

に記入して下さ

い。） 

d  できない。 
 

説明者：      
 

訪問日  
地番（住所）  所有・居住

等の区分  要望事項  回答内容  
氏名（会社名等）  

  所有者  

居住者  

使用者  

  

 

  所有者  

居住者  

使用者  

  

 

 

 所有者  

居住者  

使用者  

  

 

  所有者  

居住者  

使用者  

  

 

  所有者  

居住者  

使用者  

  

 

  所有者  

居住者  

使用者  

  

 

※  近隣説明範囲は、敷地境界線から計画建築物の高さの２倍以上の範囲とし、地元

自治会並びに状況に応じて隣接自治会、農家組合、土地改良区、財産区等の関係

者及び団体を含む場合がある。  
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第 ５ 号 様 式 （ 第 １ １ 条 関 係 ）  

敷 地 の 位置

〃 面積 ㎡

建築物の 用途

〃 階数

〃　 高さ ｍ

工事施工者の住所

９０ｃｍ
以上

工事予定期間

表示板を掲出した日

予定建築物の概要

建築に関する問い合わせ先（氏名及び電話番号）

　　　　　　氏名（　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　）

長岡京市まちづくり条例第２３条第１項の規定に

基づく○○○○○○の建築計画についてお知らせ

地上　　　階、地下　　　階

　　　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

年　　月　　日

９０ｃｍ以上

　　　　氏名（　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　）

設計者の住所

　　　　氏名（法人にあっては、その名称及び代表者氏名）

建築主の住所
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第 ６ 号 様 式 （ 第 １ ２ 条 関 係 ）  

報  告  書  

  

年   月   日  

長 岡 京 市 長            様  

  

         開 発 事 業 者           

        説明会開催者           

  

長 岡 京 市 ま ち づ く り 条 例 第 ２ ３ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 説 明

会 開 催 結 果 を 以 下 の と お り 報 告 し ま す 。  

  

１  開 催 日 時      年    月    日  

２  開 催 場 所 

３  内 容 
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第 ７ 号 様 式 （ 第 １ ３ 条 関 係 ）  

 

第      号   

年  月  日   

           様  

長 岡 京 市 長         

 

協  議  済  証  

年  月  日 付 け で 申 し 出 の あ っ た 開 発 事 業 に つ い て 、 下 記

の と お り ま ち づ く り 協 議 を 終 え た こ と を 証 し ま す 。  

 

記  

 

１  事業者  

２  開発区域に含まれる地域の名称  

     長岡京市  

３  開発区域の面積  

４  予定建築物の用途  

５  予定建築物の構造  

６  住宅戸数、区画数           

７  指示事項  
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第 ８ 号 様 式 （ 第 １ ３ 条 関 係 ）  
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